
危険場所の分類　　労働省産業安全研究所技術指針　　工場電気設備防爆指針　ガス、蒸気爆発より

1.種危険場所
1種場所とは、通常の状態において、危険ふん囲気を生成するおそれがある場所をいい、電気機器の選定においては、
内圧防爆構造が原則であり耐圧防爆構造の製品をおすすめ致します。

2.種危険場所
2種場所とは、異常な状態において、危険ふん囲気を生成するおそれがある場所をいい、電気機器の選定においては、
安全増構造をおすすめ致します。

0種危険場所
0種場所とは、危険ふん囲気が通常の状態において、連続して又は長時間持続して存在する場所をいい、電気機器類
等の使用は避けることが望ましい。

防爆構造

工場及び事業所において、プロパン、ガソリン、シンナ－等の爆発性ガス雰囲気中で電気機器を使用して作業を行う場合、
一般の電気機器を使用すると、電気機器が発生する電気花火、熱によりガスに引火し爆発する危険があります。
このような危険な場所でも安全に取扱作業が出来る様に設計し、かつ労働省の検定に合格し、認定された電気機器が
「防爆構造」の電気機器です。

防爆構造の種類

防爆構造にはその電気機器のクラス分けに応じて使用可能なガスの種類が定められ、6種類の構造に分類されています。

耐圧防構造とは、全閉構造で内容内部で爆発性ガスの爆発が起こった場合に、
容器がその圧力に耐え、かつ、外部の爆発性ガスに引火するおそれのないように
した構造をいいます。

油入防爆構造とは、電気機器の電気火花又は、ア－クを発する部分を油中に納め、
油面上に存在する爆発性ガスに引火するおそれがないようにした構造をいいます。

内圧防爆構造とは、容器の内部に保護気体(清浄な空気又は、不活性ガス)圧入して
内圧を保持することによって爆発性ガスが侵入するのを防止した構造をいいます。

安全増防爆構造とは、正常時及び事故時に発生する電気火花、又は、高温部を生じて 
はならない部分に、これらが発生するのを防止するように、構造上及び温度上昇につ
いて、特に安全度を増加した構造をいいます。

耐圧防爆構造　記号(d)

油入防爆構造　記号(o)

内圧防爆構造　記号(f)

安全増防爆構造　記号(e)

耐圧防爆構造、危険場所の種類



本質安全防爆構造とは、正常時及び事故発生に発生する電気火花、又は、高温部に
より爆発性ガスに点火しないことが、公的機関において試験その他によって確認された
構造をいいます。

特殊防爆構造とは、記号(d. o. f. .e. i)以外の構造で、爆発性ガスの引火を防止できるこ
とが、公的機関において試験その他によって確認された構造をいいます。

危険場所と防爆構造の適用例

○

○ 〇 〇

○ ○ ○ ○ ○

常時点火源となる部分を内蔵するものはなるべく避けることが望ましい。

防爆構造の種類 爆発等級の分類

d 耐圧防爆構造 スキ奥行25mmにおいて火炎逸走を生ずる

o 油入防爆構造 スキの最小値

f 内圧防爆構造 　0.6mmを超えるもの

e 安全増防爆構造 　0.4mmを超え、0.6mm以下のもの

i 本質安全増防爆構造 　0.4mm以下のもの

s 特殊防爆構造

記号の読み方

爆発性ガスの火炎逸走限界(標準容器による)の 　450℃を超えるもの

値に従って等級が決められ、又、ガスの発火点の 　300℃を超え450℃以下のもの

範囲によっても分類され、防爆構造の電気機器に 　200℃を超え300℃以下のもの

許される対象ガスを表したものです。 　135℃を超え200℃以下のもの

　100℃を超え135℃以下のもの

　　85℃を超え100℃以下のもの

本質安全防爆構造　記号(i)

特殊防爆構造　記号(s)

本質安全防爆

d

耐圧防爆
危険場所

内圧防爆 油入防爆安全増爆

防　爆　構　造

2 G4

0種場所

1種場所

2種場所

爆破等級

G 3

1

2

3

発火点

G 4

G 5

G 6

発火度

G 1

G 2



危 険 場 所 の 種 類
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防 爆 形 機 器
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